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災害時における被災建築物応急危険度判定に関する協定書（滋賀県建築士会） 598
災害時における調査等の相互協力に関する協定（土木学会関西支部） 600
災害時における通行妨害車両等の排除活動等に関する覚書（日本自動車連盟関西本部滋賀支部） 604
災害時における応急活動への応援に関する協定（滋賀県道路建設協会） 608
災害時における水利等の供給支援協力に関する協定書（大津生コンクリート協同組合、湖東生コン協同組合、湖北生コンクリート協同組合） 613
災害時における滋賀県公共土木施設等の緊急災害応急対策業務に関する協定書（滋賀県測量設計技術協会） 617
災害時における滋賀県公共土木施設等の緊急災害応急対策業務に関する協定書（滋賀県建設コンサルタント協会） 624
災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括協定書（日本建設業連合会関西支部） 631
災害時における機械設備の応急業務に関する協定書（滋賀県空調衛生設備工業会） 637
滋賀県・日本下水道事業団災害支援協定(日本下水道事業団) 639
災害時における相互協力に関する協定書((独)水資源機構琵琶湖総合開発総合管理所) 644
大規模断水時における情報供給および役割分担に係る協定書（(公社)日本水道協会　滋賀支部） 650
災害時等における滋賀県所管施設の災害等緊急対策業務に関する協定書（滋賀県建築設計監理事業協同組合） 652
災害時等におけるクレーン等の供給に関する協定（（一社）全国クレーン建設業協会　滋賀支部） 659
自然災害時における下水道管渠施設に係る応急対策の支援協力に関する協定（滋賀県下水道管路維持協会） 662
災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定（日本下水道管路管理業協会） 671
災害時における下水道施設の技術支援協力に関する協定（全国上下水道コンサルタント協会関西支部） 679
災害時等における水道水質検査業務に関する協定書(大津市企業局) 686
災害時等における資機材レンタルの協力に関する協定（株式会社アクティオ） 688

１３－その他の災害対応に関する協定等
災害時における交通および地域安全の確保等の業務に関する協定（滋賀県警備業協会） 693
災害時における災害救助犬の出動に関する協定書（日本レスキュー協会） 697
緊急事態における隊友会の支援に関する基本協定書（隊友会滋賀県隊友会） 700
災害時における被災動物救護活動に関する協定書（公益社団法人滋賀県獣医師会） 703
災害時におけるボランティア支援に関する協定書（ライオンズクラブ国際協会335複合地区） 707
災害時における被災地支援に関する協定書（日本青年会議所近畿地区協議会） 709
安定ヨウ素剤の貸与に関する覚書（関西電力） 712
災害に係る情報発信等に関する協定(ヤフー株式会社) 714
災害時における外国人県民支援に関する協定（公益財団法人　滋賀県国際協会） 718
大規模広域災害時における連携・協力に関する協定（関西電力株式会社） 722
大規模災害時における道路啓開や電気設備等の復旧に係る相互連携・協力に関する覚書（関西電力送配電株式会社） 725
大規模広域災害時における連携・協力に関する協定（西日本電信電話株式会社） 732
大規模広域災害時における連携・協力に関する協定（大阪ガス株式会社） 735
大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定（株式会社滋賀銀行） 738
災害時代替庁舎におけるレンタル資機材等の供給に関する協定（一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション） 742
大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定（高島市商工会） 748
災害時における災害救助犬の出動に関する協定（一般社団法人ジャパンケネルクラブ） 752

１４－包括的連携に関する協定等
滋賀県と（株）セブン‐イレブン・ジャパンとの地域活性化包括連携協定（株式会社セブン‐イレブン・ジャパン） 761
滋賀県とイオン株式会社との包括的連携協定（イオン株式会社） 763
滋賀県と中日本高速道路株式会社との包括的連携協定（中日本高速道路株式会社） 765
滋賀県と西日本旅客鉄道株式会社との包括的連携協定（西日本旅客鉄道株式会社） 767
滋賀県と西日本高速道路株式会社との包括的連携協定（西日本高速道路株式会社） 769
滋賀県と株式会社ファミリーマートとの包括的連携協定（株式会社ファミリーマート） 771
滋賀県と株式会社ローソンとの包括的連携協定（株式会社ローソン） 773
滋賀県とヤマト運輸株式会社との包括的連携協定（ヤマト運輸株式会社） 775
滋賀県と株式会社平和堂との地域密着連携協定（株式会社平和堂） 777
滋賀県と大塚製薬株式会社との包括的連携協定（大塚製薬株式会社） 779
滋賀県と株式会社日本旅行との包括的連携協定（株式会社日本旅行） 781
滋賀県と損害保険ジャパン日本興亜株式会社との包括的連携協定（損害保険ジャパン日本興亜株式会社） 783
滋賀県と三井住友海上火災保険株式会社との包括的連携協定（三井住友海上火災保険株式会社） 785
滋賀県と日産グループとの包括連携協定（滋賀日産自動車株式会社等） 787



大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定 

 

滋賀県知事 三日月大造(以下「甲」という。)と長浜市長 浅見 宣義(以下「乙」という。)は、大規模災害発生

時等において、甲が乙の施設を応急使用することに関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、大規模地震等の発生、その他あらゆる事態によって滋賀県湖北合同庁舎が重大な被害を

受けた場合において、甲が次条に規定する乙の施設を応急使用することを目的として、必要な事項を定める

ものとする。 

 

(対象施設) 

第２条 応急使用の対象とする施設は、次のとおりとする。 

 長浜市役所湖北分庁舎(〒529-0341 長浜市湖北町速水 2745)のうち、以下の諸室 

 １階 大会議室 

 ２階 大会議室、南西元執務スペース 

 

(要請の手続) 

第３条 甲は、乙に応急使用の要請をする場合は、協力要請書（別記様式第１号）をもって行うものとする。ただ

し、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

２ 前項の規定に基づき甲から乙に対し要請があった場合、乙は、乙の業務に重大な支障を来さないか判断の

うえ、甲に対して速やかに協力の可否について回答するものとする。 

 

(使用の条件) 

第４条 甲は、施設を使用する場合、乙の指示に従うものとする。 

２ 施設の使用に伴う光熱水費および通信費については、甲が負担するものとする。 

３ 甲は、施設を使用したあとは、原状回復するものとする。 

４ 乙において原状回復した場合は、その費用は甲が負担する。 

５ 甲はその責に帰すべき事由により、乙に損害を与えたときはその損失を補償するものとする。 

６ 甲が使用中に発生した事故等については、乙は一切の責任を負わない。 

７ 甲が本協定に違反した場合、乙は施設の使用を中止させることができるものとする。 

 

(連絡窓口) 

第５条 この協定に関する甲における連絡窓口は、第３条に基づく要請にあっては別表のとおりとする。 

２ 前項に定める連絡窓口については、年度始め等、年 1 回を目途に相互に確認するものとし、変更が生じた場

合は、その都度、相互に連絡するものとする。 

 

(有効期間) 

第６条 この協定の有効期間は、締結の日の翌日から令和８年３月 31 日までとする。ただし、期間満了時までに
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甲乙いずれかが特段の意思表示をしないときは、この協定をさらに１年更新するものとする。以後、この例に

よる。 

 

(疑義の決定) 

第７条 この協定に定めのない事項および本協定の運用に関し疑義を生じた事項について、その都度、甲と乙

が協議して決定する。 

 

 本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が押印の上、各１通を保管する。 

 

令和７年３月３１日 

 

甲 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

 

滋賀県知事 三日月 大造 

 

乙 滋賀県長浜市八幡東町 632 番地 

 

長浜市長 浅見 宣義 
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(別表) 

第５条に基づく連絡窓口 

甲(連絡窓口) 乙(連絡窓口) 

滋賀県長浜土木事務所 

(〒526-0033 滋賀県長浜市平方町 1152-2) 

TEL:0749-65-6636 

FAX:0749-62-5065 

長浜市北部管理課 

(〒５２９―０４９２ 滋賀県長浜市木之本町木之本 

 １７５７－２ 北部合同庁舎内） 

TEL: 0749－８２－５９００ 

FAX: ０７４９－８２－３９５６ 
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別記様式第１号(第３条関係) 

 

協 力 要 請 書 

 

年  月  日   

 

  長浜市長 浅見 宣義 様 

 

   滋賀県知事 三日月 大造   

 

「大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定」第 3 条第１項の規定に基づき、下記のとおり要請

します。 

 

記 

 
１ 対象施設 

施設の名称 

所在 

 

 

２ 使用目的 

 

 

３ 使用希望期間 

 

 

４ 使用を希望する範囲 

 

 

 

５ 備考 
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大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定 

 

滋賀県 (以下「甲」という。)と高島市 (以下「乙」という。)は、大規模災害発生時等において、甲が乙の施設を

応急使用することに関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、大規模地震等の発生、その他あらゆる事態によって滋賀県高島合同庁舎または滋賀県高

島健康福祉事務所が重大な被害を受けた場合において、甲が次条に規定する乙の施設を応急使用すること

を目的として、必要な事項を定めるものとする。 

 

(対象施設) 

第２条 応急使用の対象とする施設は、次のとおりとする。 

 旧安曇川デイサービスセンター(高島市安曇川町田中 555)（位置図は別紙のとおり） 

 

（協力の範囲） 

第３条 乙が甲に提供するのは、施設全体および机、イス等の対象施設内の備品とする。 

 

(使用期間) 

第４条 甲は、この協定に基づき乙の施設を使用した場合において、甲の施設機能が回復その他の事由により乙

の施設を使用する必要がなくなったときは、速やかにその使用を中止し、原状に復して乙に返還するものとす

る。また、乙において原状回復した場合は、その費用は甲が負担する。 

 

(要請の手続) 

第５条 甲は、乙に応急使用の要請をする場合は、協力要請書（別記様式第１号）をもって行うものとする。ただし、

文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

２ 前項の規定に基づき甲から乙に対し要請があった場合、乙は甲に対して速やかに協力の可否について回答

するものとする。 

 

(使用の条件) 

第６条 甲は、施設を使用する場合、乙の指示に従うものとする。 

２ 施設の使用に伴う光熱水費については、甲が負担するものとする。 

３ 甲はその責に帰すべき事由により、乙に損害を与えたときはその損失を補償するものとする。 

４ 甲が使用中に発生した事故等については、乙は一切の責任を負わない。 

５ 甲が本協定に違反した場合、乙は施設の使用を中止させることができるものとする。 

 

(連絡窓口) 

第７条 この協定に関する甲における連絡窓口は、第５条に基づく要請にあっては別表のとおりとする。 

２ 前項に定める連絡窓口については、年度始め等、年 1 回を目途に相互に確認するものとし、変更が生じた場

合は、その都度、相互に連絡するものとする。 
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(有効期間) 

第８条 この協定の有効期間は、締結の日から、令和８年３月 31 日までとする。ただし、期間満了時までに甲乙

いずれかが特段の意思表示をしないときは、この協定をさらに１年更新するものとする。以後、この例による。 

 

（協定の解除） 

第９条 乙は、次の各号の一に該当するときは、予告なくこの協定を解除することができる。 

 ⑴ 甲がこの協定に定める義務を履行しないとき。 

 ⑵ 乙のほか、国または他の地方公共団体その他公共団体において公用または公共の用に供するためこの対

象施設を必要とするとき。 

 ⑶ 乙が対象施設を第三者と賃貸借契約または売買契約を締結するとき。 

⑷ 乙が対象施設を解体するとき。 

 

(疑義の決定) 

第１０条 この協定に定めのない事項および本協定の運用に関し疑義を生じた事項について、その都度、甲と乙

が協議して決定する。 

 

 本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が押印の上、各１通を保管する。 

 

令和７年４月 1 日 

 

甲 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

滋賀県 

滋賀県知事 三日月 大造 

 

乙 滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 

高島市 

高島市長 今城 克啓 
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(別紙) 

第２条に基づく位置図 

  

対象施設：旧安曇川デイサービスセンター 

南市 

安曇川総合

体育館 

安曇川 

中学校 

安曇 

小学校 
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(別表) 

第７条に基づく連絡窓口 

甲(連絡窓口) 乙(連絡窓口) 

滋賀県高島土木事務所経理用地課 

（〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津 1758） 

ＴＥＬ：0740-22-6043 

ＦＡＸ：0740-22-6077 

滋賀県高島健康福祉事務所 

(〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津 448-45) 

TEL:0740-22-2525 

FAX:0740-22-5693 

高島市役所総務部行財政管理局行政管理課 

（〒５２０-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565) 

TEL:0740-25-8112 

FAX:0740-25-8101 

 

  

-86-



別記様式第１号(第５条関係) 

 

協 力 要 請 書 

 

年  月  日   

 

   ○○○○○○ 様 

 

 

                                              滋賀県知事 三日月 大造 

 

「大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定」第５条第１項の規定に基づき、下記のとおり要請

します。 

 

記 

 
１ 対象施設 

施設の名称 

所在 

 

２ 使用目的 

 

 

３ 使用希望期間 

 

 

４ 使用を希望する範囲 

 

 

 

５ 備考 

 

-87-



 



 

災害用トイレ等に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月 15 日 

 

 

 

 

滋賀県 

スターライト工業株式会社 
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災害用トイレ等に関する協定書 
 

滋賀県（以下「甲」という。）とスターライト工業株式会社（以下「乙」とい
う。）は、災害時および平常時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結
する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、甲が乙に対し、災害時等の災害用トイレ等の提供や平常時 

に甲が実施する啓発活動等に関する支援協力を求めるにあたって、必要な事 
項を定めることを目的とする。 
 

（支援協力の要請） 
第２条 甲は、乙の支援協力が必要であると認めるときは、乙に対して支援の協 

力を要請することができる。 
 
（支援協力の範囲） 
第３条 甲が乙に協力を要請できる内容は、次のとおりとする。 
（１）災害時における災害用トイレ等の提供および甲の指定する場所への運搬 
（２）平常時に甲が実施する防災にかかる訓練、出前講座その他啓発活動等への 

乙からの人員派遣等の協力 
（３）その他、甲乙が協議の上、定める事項 
 
（支援協力の実施） 
第４条 乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、速やかに対応

するよう努めるものとする。 
 
（要請の方法） 
第 5 条 甲は、第２条の規定による協力が必要であると判断したときは、乙に

対しあらかじめ定める協力要請書（別記様式１号）により要請するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請するものとし、事後に要請様式
を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、乙が可能と認める範囲におい
て、当該要請に基づく支援を行うものとし、支援可能報告書（別記様式 2 号）
により支援可能な内容を報告するものとする。 

 
（費用の負担） 
第 6 条 第３条の費用は、甲乙協議のうえ決定するものとする。ただし、同条第

１項第１号に基づき提供される災害用トイレ等の対価および運搬の費用につ
いては、災害発生の直前における価格を基準として、決定するものとする。 
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（支援報告） 
第 7 条 乙は、支援終了後、完了報告書（別記様式第３号）により、速やかに甲

に支援内容を報告するものとする。 
 
（費用の支払） 
第 8 条 乙は、第７条の規定による報告後、甲の認定を受けて第６条に定める 

費用を甲に請求するものとする。 
２ 甲は、前項の請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
（昭和 24 年法律第 256 号）等に基づき、遅滞なく乙に支払うものとする。 
 
（事故等） 
第 9 条 乙は、業務の実施に際し、事故等が発生したときは、甲に対して文書に

て報告し、甲乙協議の上、適切な措置を講じるものとする。ただし、文書をも
って報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに文
書を交付するものとする。 

 
（情報の共有） 
第 10 条 甲および乙は、この協定に基づく支援の実施に当たり必要な情報を相

互に提供し、共有するものとする。 
 
（損害補償） 
第 11 条 この協定に基づく支援に従事した者の負傷、疾病、障害または死亡に

関する損害補償については、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）
に定めるところによるもののほか、甲乙協議の上、決定する。 

 
（第三者への損害賠償責任） 
第 12 条 乙は、この協定に基づく業務中に自らの責に帰する理由により第三者

に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。 
２ 乙がこの協定に基づく業務の実施中に天災等自らの責に帰さない理由によ

り第三者に損害を与えた場合は、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況等
を文書により甲に報告し、その処置については、甲乙協議のうえ、定めるもの
とする。 

 
（連絡体制の確認） 
第 13 条 甲および乙は、災害時等にこの協定が円滑かつ迅速に運用されるよう、

連絡体制についてあらかじめ定めるものとする。 
２ 前項に定める連絡体制については、年度始め等、年１回を目途に相互に確認

するものとし、変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。 
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(取決めの見直し等) 
第 14 条 甲および乙は、災害時等におけるこの協定の実行性を確保するため、

年１回を目途に、取り決め内容を見直すものとする。 
 
（疑義等の決定） 
第 15 条 この協定に定めのない事項およびこの協定に関して疑義が生じたとき

は、甲および乙は協議の上、別途定めるものとする。 
 
（適用） 
第 16 条 協定の有効期間は協定締結の日から令和８年 3 月 31 日までとする。

以後、甲、乙のいずれかの申し出のない時は、この協定の有効期限を 1 年間延
⾧するものとし、その後も同様とする。 

 
 
 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙押印のうえ、各 
自１通を保有する。 
 
令和７年７月 15 日 
 

甲 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

滋賀県知事 

 

 

 

乙 大阪府大阪市旭区大宮四丁目 23 番７号 

スターライト工業株式会社 
代表取締役社⾧ 
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別記様式第１号（第５条第１項関係） 

 

協力要請書 

 

  年   月   日 

 

スターライト工業株式会社 

 

                  様 

滋賀県    

  

 

 

「災害用トイレ等に関する協定書」第５条第１項の規定に基づき、下記のとおり要請しま

す。 

 

記 

 

１ 応援協力の内容 

 

２ 応援協力を必要とする場所 

 

３ 応援協力を要請する期間 

 

４ 応援協力を要請する人数 

 

５ その他必要な事項 

 

  

【担当者】 

所属： 

職氏名： 

電話番号： 

FAX： 

E-mail： 
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別記様式第２号（第５条第２項関係） 

 

支援可能報告書 

 

  年   月   日 

 

滋賀県知事 様 

 

スターライト工業株式会社 

                         代表取締役社長 

  

 

 

「災害用トイレ等に関する協定書」第５条第２項の規定に基づき、支援可能状況を下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 応援協力の内容 

 

２ 応援協力を必要とする場所 

 

３ 応援協力を要請する期間 

 

４ 応援協力を要請する人数 

 

５ その他必要な事項 

  

【担当者】 

所属： 

職氏名： 

電話番号： 

FAX： 

E-mail： 
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別記様式第３号（第７条関係） 

 

完了報告書 

 

  年   月   日 

 

滋賀県知事 様 

 

スターライト工業株式会社 

                         代表取締役社長 

  

 

 

「災害用トイレ等に関する協定」第７条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 支援協力期間 

 

２ 支援内容（トイレの種類・人員等） 

 

３ 責任者の氏名・連絡先 

 

４ その他必要な事項 

 

 

【担当者】 

所属： 

職氏名： 

電話番号： 

FAX： 

E-mail： 
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災害時における住家被害認定調査等に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年８月 20 日 

 

 

 

 

滋賀県 

公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会  
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災害時における住家被害認定調査等に関する協定書 

 

滋賀県（以下「甲」という。）と公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会（以下

「乙」という。）は、滋賀県域において大規模災害が発生した場合等（以下「災

害時等」という。）における、甲および滋賀県内の市町（以下「市町」という。）

が実施する災害対応等について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時等において、甲が乙に対し、支援協力を求めるに当

たって、必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援協力の内容） 

第２条 甲が乙に要請する支援の内容は、次のとおりとする。 

（１） 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府）」に基づく調査方 

法や調査体制等に係る技術的な助言 

（２）市町が実施する住家の被害認定調査業務 

（３）市町の職員等を対象とする住家被害認定調査に関する研修の実施（平時 

において開催する研修等を含む） 

（４）その他、甲が必要と認める活動 

 

（協力要請の方法） 

第３条 甲は、前条の支援が必要と認めるときまたは市町から甲に対して前条 

の支援にかかる要請があったときは、第１号様式により書面で乙に対して支援

協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合等書面による要請が困

難な場合は、電話等の通信手段または口頭により要請できるものとし、その場

合は事後速やかに書面を乙に提出するものとする。 

 

（協力） 

第４条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに上部団体である公益社団法

人日本不動産鑑定士協会連合会並びに一般社団法人近畿不動産鑑定士協会連

合会と連携のうえ、乙の会員等を動員することとし、第２号様式により書面で

甲に協力体制を報告するものとする。ただし、緊急を要する場合等書面による

報告が困難な場合は、電話等の通信手段または口頭により報告できるものと

し、その場合は事後速やかに書面を甲に提出するものとする。 

２ 乙は甲の要請に基づき業務に従事した場合、その活動内容について、活動終 

了後速やかに第３号様式により書面で甲に報告するものとする。 

３ 市町からの要請により、甲が乙に対し支援協力を要請した場合において、甲 
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は前２項の報告を受けたときは、速やかに当該市町に通知するものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 第２条に定める支援協力の実施に要する経費に関しては、次の各号の 

とおりとする。 

（１）第２条各号に掲げる業務を実施するための乙の会員の派遣に関する経費 

は、甲の負担とし、日当および交通費については下記のとおりとする。 

日当 設計業務委託技術者単価(国土交通省)に定める測量業務（測量

主任技師）の基準日額とする 

交通費 実費 

 

（２）第２条各号に掲げる業務を実施するに当たり会場の使用料等が生じる場 

合は、甲の負担とする。 

２ 経費の負担について、前項によりがたいときは、甲および乙が協議して定め

ものとする。 

 

（損害補償） 

第６条 この協定に基づく支援活動に従事した者が、本活動を起因として負傷

し、疾病にかかり、または死亡した場合の補償については、甲乙協議の上、 

決定するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第７条 乙は、この協定に基づき実施する支援協力活動において知り得た秘密 

を第三者に漏らしてはならない。これについては、当該活動を終了した後も同 

様とする。 

 

（連絡体制の確認） 

第８条 甲および乙は、災害時等にこの協定が円滑かつ迅速に運用されるよう、 

連絡体制についてあらかじめ定めるものとする。 

２ 前項に定める連絡体制については、年度始め等年１回を目途に第４号様式 

により相互に確認するものとし、変更が生じた場合は、その都度相互に連絡す 

るものとする。 

３ 乙は、前項の内容に加え、支援協力に関する乙の組織図および会員名簿、そ 

の他必要と認められるものについて、併せて報告するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項について疑義が生じたときは、その都度 

甲および乙が協議して定めるものとする。 
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（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和８年３月 31 日までと

する。ただし、この協定の有効期間満了の日の２月前までに、甲および乙のいず

れからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算

して更に１年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。 

 

 

この協定を締結するため、本協定書２通を作成し、甲および乙が署名の上、各

自１通を保有するものとする。 

 

 

 

令和７年８月 20 日 

 

 

甲 滋賀県大津市京町四丁目１番１号             

滋賀県知事 

 

 

 

乙 滋賀県大津市中央三丁目１番８号 大津第一生命ビル 10 階 

公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会 会長  
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E-mail： 
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E-mail： 
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E-mail： 
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 ： 
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災害時における被災した住宅の応急修理および障害物の除去に関する協定書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋 賀 県 

 

滋 賀 県 建 築 組 合 
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災害時における被災した住宅の応急修理および障害物の除去に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、滋賀県地域防災計画に基づく災害時における被災した住宅の

応急修理（以下「応急修理」という。）および被災した住宅の障害物の除去（以

下「障害物の除去」という。）の実施に関して、滋賀県（以下「甲」という。）

が滋賀県建築組合（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 応急修理 災害救助法（昭和 22年法律第 118号）第４条第１項第７号に

規定するものをいう。 

(2) 障害物の除去 災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号）第２条第２

号に規定するものをいう。 

(3) 応急修理業者 乙の組合員であって応急修理を行おうとする者をいう。 

(4) 障害物の除去業者 乙の組合員であって障害物の除去を行おうとする者

をいう。 

 

（要請の手続） 

第３条 甲は、応急修理および障害物の除去の実施に当たっては、被災後速やかに、

住宅の被災状況、応急修理および障害物の除去の実施方針その他必要な事項を乙

に連絡し、協力要請を行うものとする。なお、緊急の場合は、電話等により要請

し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（協 力） 

第４条  乙は、前条の要請があったときは、被災後も対応可能な応急修理業者およ

び障害物の除去業者のあっせんその他必要な協力について、可能な限り協力する

ものとする。 

 

（応急修理および障害物の除去） 

第５条  応急修理業者は、甲（甲が応急修理を市町長に委任した場合は、当該市町

長。次条において同じ。）の指示に従い応急修理を行うものとする。 

２ 障害物の除去業者は、甲（甲が障害物の除去を市町長に委任した場合は、当該

市町長。次条において同じ。）の指示に従い障害物の除去を行うものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条  応急修理業者および障害物の除去業者が前条の応急修理および障害物の

除去に要した費用（別途定める限度額の範囲内に限る。）は、甲が負担するもの

とする。 
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（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては滋賀県土木交通部

住宅課、乙においては滋賀県建築組合とする。 

 

（名簿の提供） 

第８条 乙は、応急修理および障害物の除去に係る業務担当者名簿および乙の組合

員（応急修理および障害物の除去を行うことができる者に限る。）の名簿を毎年

1回甲に提供するものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、１年間とする。ただし、この

協定の有効期間が終了する１か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定終

了の意思表示がないときは、更新されたものとし、以降もまた同様とする。 

 

（協 議） 

第 10条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議

のうえ定めるものとする。 

 

（適 用）  

第 11条 この協定は令和７年 12月 24日から適用する。  

 

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲および乙が署名の上、各自その１

通を保有する。                                                                      

 

 令和７年 12月 24日 

 

                      甲    滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

 

                          滋賀県知事    三日月 大造（署名） 

 

 

 

 

 

 

乙  滋賀県大津市中央三丁目 3番 29号 

                    

滋賀県建築組合 

組合長      冨田 忠夫（署名） 
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大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定 

 

滋賀県 (以下「甲」という。)と株式会社滋賀銀行(以下「乙」という。)は、大規模災害発生時等において、甲が

乙の施設を応急使用することに関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、大規模地震等の発生、その他あらゆる事態によって甲の施設が重大な被害を受けた場合

において、甲が次条に規定する乙の施設を応急使用することを目的として、必要な事項を定めるものとする。 

 

(対象施設) 

第２条 応急使用の対象とする施設は、次のとおりとする。 

 滋賀銀行体育館(〒５２０－０８１２ 大津市木下町１４番８) 

 滋賀銀行旧マキノ代理店(〒５２０－１８２１ 高島市マキノ町沢１４０１番 1) 

 

(要請の手続) 

第３条 甲は、乙に応急使用の要請をする場合は、協力要請書（別記様式第１号）をもって行うものとする。ただ

し、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

２ 前項の規定に基づき甲から乙に対し要請があった場合、乙は甲に対して速やかに協力の可否について回答

するものとする。 

 

(使用の条件) 

第４条 甲は、施設を使用する場合、乙の指示に従うものとする。 

２ 施設の使用に伴う光熱水費、通信費および警備会社の臨時費用（開閉等）については、甲が負担するものと

する。 

３ 甲は、施設を使用したあとは、原状回復するものとする。 

４ 乙において原状回復した場合は、その費用は甲が負担する。 

５ 甲はその責に帰すべき事由により、乙に損害を与えたときはその損失を補償するものとする。 

６ 甲が使用中に発生した事故等については、乙は一切の責任を負わない。 

７ 甲が本協定に違反した場合、乙は施設の使用を中止させることができるものとする。 

 

(連絡窓口) 

第５条 この協定に関する甲における連絡窓口は、第３条に基づく要請にあっては別表のとおりとする。 

２ 前項に定める連絡窓口については、年度始め等、年 1 回を目途に相互に確認するものとし、変更が生じた場

合は、その都度、相互に連絡するものとする。 

 

(有効期間) 

第６条 この協定の有効期間は、締結の日から、令和８年３月３１日までとする。ただし、期間満了時までに甲乙

いずれかが特段の意思表示をしないときは、この協定をさらに１年間更新するものとする。以後、この例による。 
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（反社会的勢力の排除） 

第７条 甲および乙は、自己または自己の役員が反社会的勢力（滋賀県暴力団排除条例(平成２３年滋賀県条

例第１３号)第２条における暴力団、暴力団員、暴力団員等）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって

該当しないことを確約する。 

２ 甲および乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。 

（１） 脅迫的、暴力的または法的な責任を超えた要求 

（２） 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いた信用毀損または業務妨害 

（３） その他前２号に類似するいかなる行為 

３ 甲および乙は、相手方が第１項の表明保証に反すると合理的に認められる場合または相手方が前項各号の

いずれかの行為を行った場合には、当該相手方に対して何らの通知をすることなく、直ちに本協定を解除す

ることができる。 

 

(疑義の決定) 

第８条 この協定に定めのない事項および本協定の運用に関し疑義を生じた事項については、その都度、甲と

乙が協議して決定する。 

 

 本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が押印の上、各１通を保管する。 

 

令和７年３月３１日 

 

甲 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

 

滋賀県知事 三日月 大造 

 

乙 滋賀県大津市浜町１番３８号 

       株式会社 滋賀銀行 

代表取締役 久保田 真也 
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別表 

 

第５条に基づく連絡窓口 

応急使用の対象施設 甲(連絡窓口) 乙(連絡窓口) 

滋賀銀行体育館 

滋賀県総務部総務課 

(〒520-8577 滋賀県大津市京町

四丁目 1 番 1 号) 

TEL:077-528-3113 

FAX:077-528-４８１１ 

滋賀銀行総務部管財グループ 

(〒521-8686 滋賀県大津市浜町

1 番 38 号) 

TEL：077-521-2255 

FAX:077-521-2863 

 

滋賀銀行旧マキノ代理店 

滋賀県高島土木事務所経理用地課 

（〒520-1621 滋賀県高島市今津

町今津 1758） 

ＴＥＬ：0740-22-6043 

ＦＡＸ：0740-22-6077 

滋賀県高島健康福祉事務所 

(〒520-1621 滋賀県高島市今津

町今津 448-45) 

TEL:0740-22-2525 

FAX:0740-22-5693 

滋賀銀行総務部管財グループ 

(〒521-8686 滋賀県大津市浜町

1 番 38 号) 

TEL: 077-521-2255 

FAX: 077-521-2863 

 

 

  

-740-



別記様式第１号(第３条関係) 

 

協 力 要 請 書 

 

年  月  日   

 

 株式会社滋賀銀行 様 

 

  滋賀県知事 三日月 大造   

 

「大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定」第 3 条第１項の規定に基づき、下記のとおり要請

します。 

 

記 

 
１ 対象施設 

施設の名称 

所在 

 

２ 使用目的 

 

 

３ 使用希望期間 

 

 

４ 使用を希望する範囲 

 

 

 

５ 備考 
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災害時代替庁舎におけるレンタル資機材等の供給に関する協定 

 

滋賀県（以下「甲」という。）と一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション（以下「乙」という。）と

は、滋賀県内に震災、風水害、その他の災害が発生し（以下「災害時」という。）、県庁舎等が重大な被害

を受け、代替庁舎において業務を遂行する場合において必要な資機材等の供給に関して、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時における乙の甲に対する資機材等の供給に係る協力に関して必要な事項を定

めることにより、甲の本庁舎または地方合同庁舎等の代替庁舎における非常時優先業務等の円滑な遂

行を図り、県民生活の安定に寄与することを目的とする。 

 

（協力内容） 

第２条 甲が災害時代替庁舎において資機材等を必要とする場合に、甲は乙に対して次の内容について

協力を要請することができる。 

（１） 資機材等の調達 

（２） 資機材等の搬入・設置 

（３） 資機材等の撤去・搬出 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、災害時代替庁舎において、資機材等の調達が必要であると判断したときは、場所、品名、

数量、その他必要事項を記載した書面(様式１号)により、乙に対し、資機材等の供給を要請する。ただ

し、緊急を要する場合には、口頭または電話その他の方法により要請できるものとし、後日速やかに書

面を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から要請を受けたときは、資機材等の優先的な供給について積極的に協力するものとする。 

 

（引き渡し） 

第４条 資機材等の引渡場所は、別途定める代替庁舎候補とし、甲は、当該場所へ職員または甲の指定

する者を派遣し、当該引渡場所で、品名、数量等を確認の上受領する。 

２ 前項に掲げる場合において、乙は自らまたは乙が指定する者（以下「運搬指定者」という。）が当該引

渡場所まで資機材等を運搬するものとする。ただし、乙および運搬指定者のいずれもがやむを得ない

事情により運搬することが不可能なときは、甲または甲が指定する者が運搬するものとする。 

３ 乙は前項の業務が終了したときは、書面(様式２号)により甲へ報告する。 

 

（保管） 

第５条 甲は、乙より資機材等の供給を受けたときは、善良な管理者の注意をもって保管する。 
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（返却） 

第６条 甲は、資機材等を用いた災害時対応が終了した場合は、返却する品名、数量、その他必要事項を

記載した書面により、乙に対し、資機材等の撤去、搬出を依頼する。 

 

（費用負担） 

第７条 乙が第２条の規定による協力内容に関し要した費用（原則、人件費を除く）は、原則として甲が負

担する。その場合、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（費用の請求） 

第８条 乙は、資機材等の引渡し後、費用の明細書を作成し、甲に費用を請求する。 

 

（費用の支払い） 

第９条 甲は、乙から前条の請求があった時は、その内容を確認の上、乙に費用を支払う。 

 

（情報交換） 

第１０条 甲および乙は、平常時から相互の連絡体制および資機材等の供給等について、情報交換を行

い、災害時に備えるものとする。 

 

（防災訓練等への参加） 

第１１条 甲は、本協定を円滑に機能させるため、甲が実施する防災訓練等に、乙の参加を求めることが

できるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第１２条 甲および乙は、相互の連絡、情報交換等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、書面（様

式３号）にて相互に報告するものとする。 

２ 甲および乙は、前項の連絡責任者に変更が生じたときは、その都度報告を行う。 

 

（損害の負担） 

第１３条 甲が乙による供給を受けた後、撤去されるまでに資機材等に損害が生じた場合は、その賠償の

責について甲乙協議の上、決定するものとする。 

２ 乙による協力業務中に資機材等に損害が生じた場合は、その賠償の責について乙が負担するものと

する。 

 

（協定期間） 

第１４条 本協定の期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、この期間満了の 1 月前までに、甲乙

いずれからも協定解除の申し出がない場合は、更に１年間延長され、以降この例によるものとする。 
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（協議） 

第１５条 本協定に定める事項について疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、

甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

 

令和７年３月３１日 

 

甲  滋賀県大津市京町四丁目１－１ 

    

滋賀県知事 三日月 大造 

 

 

 

乙  東京都港区芝５丁目２９番２０号 

 

一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション 

代表理事 梅木 孝治  
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様式１号（第３条関係） 
 

  年  月  日 

災害時における資機材等の供給要請書 

 

一般社団法人 

ジャパン・レンタル・アソシエーション 

代表理事 梅木 孝治 様 

滋賀県知事 ○○ ○○ 

 災害時における資機材等の供給に関する滋賀県と一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーションと

の協定第２条第１項の規定に基づき、次のとおり要請します。 

担 当 者 

 所 属 

 氏 名 

 連絡先 

口頭、電話等による要請

の日時 
     年  月  日   時   分 

供給を要請する理由  

供給を必要とする資機材

等の品名、規格および数量 

 品 名 

 規 格 

 数 量 

供給を必要とする場所  住 所 

供給を必要とする期間      年  月  日 ～     年  月  日 

その他必要な事項  
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様式２号（第４条関係） 
  年  月  日 

災害時における資機材等の供給報告書 

滋賀県知事 ○○ ○○ 様 

一般社団法人 

ジャパン・レンタル・アソシエーション 

代表理事 梅木 孝治 

 災害時における資機材等の供給に関する滋賀県と一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーションと

の協定第４条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

担 当 者 

 所 属 

 氏 名 

 連絡先 

供給した資機材等の品名、

規格および数量 

 品 名 

 規 格 

 数 量 

供給した場所  住 所 

供給する期間      年  月  日 ～     年  月  日 

その他必要な事項  
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様式３号（第 11 条関係） 

協定 災害時における資機材の供給に関する協定書  締結日  

       本票更新日  

名称 一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション №   

優先順 所  属 役職 氏  名 ｶ ﾅ 氏 名 電 話 ① 電 話 ② FAX e-mail 

1         

2         

3         

4         

5         

         

名称 滋賀県    

優先順 所  属 役職 氏  名 ｶ ﾅ 氏 名 電 話 ① 電 話 ② FAX e-mail 

1         

2         

3         

4         

5         
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大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定 

 

滋賀県知事 三日月 大造(以下「甲」という。)と高島市商工会 会長 福田 久司(以下「乙」という。)は、大

規模災害発生時等において、甲が乙の施設を応急使用することに関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、大規模地震等の発生、その他あらゆる事態によって滋賀県高島合同庁舎または滋賀県高

島健康福祉事務所が重大な被害を受けた場合において、甲が次条に規定する乙の施設を応急使用すること

を目的として、必要な事項を定めるものとする。 

 

(対象施設) 

第２条 応急使用の対象とする施設は、次のとおりとする。 

 高島市商工会北部センター(〒520-1621滋賀県高島市今津町今津 175番地)のうち、以下の諸室 

  ２階 大会議室、中会議室 

 

(要請の手続) 

第３条 甲は、乙に応急使用の要請をする場合は、協力要請書（別記様式第１号）をもって行うものとする。ただ

し、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

２ 前項の規定に基づき甲から乙に対し要請があった場合、乙は甲に対して速やかに協力の可否について回答

するものとする。 

 

(使用の条件) 

第４条 甲は、施設を使用する場合、乙の指示に従うものとする。 

２ 施設の使用に伴う光熱水費および通信費については、甲が負担するものとする。 

３ 甲は、施設を使用したあとは、原状回復するものとする。 

４ 乙において原状回復した場合は、その費用は甲が負担する。 

５ 甲はその責に帰すべき事由により、乙に損害を与えたときはその損失を補償するものとする。 

６ 甲が使用中に発生した事故等については、乙は一切の責任を負わない。 

７ 甲が本協定に違反した場合、乙は施設の使用を中止させることができるものとする。 

 

(連絡窓口) 

第５条 この協定に関する甲における連絡窓口は、第３条に基づく要請にあっては別表のとおりとする。 

２ 前項に定める連絡窓口については、年度始め等、年 1 回を目途に相互に確認するものとし、変更が生じた場

合は、その都度、相互に連絡するものとする。 

 

(有効期間) 

第６条 この協定の有効期間は、締結の日から、令和８年３月 31 日までとする。ただし、期間満了時までに甲乙

いずれかが特段の意思表示をしないときは、この協定をさらに１年更新するものとする。以後、この例による。 

-748-



 

(疑義の決定) 

第７条 この協定に定めのない事項および本協定の運用に関し疑義を生じた事項について、その都度、甲と乙

が協議して決定する。 

 

 本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が押印の上、各１通を保管する。 

 

令和 7年３月 31日 

 

甲 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

 

滋賀県知事 三日月 大造 

 

乙 滋賀県高島市安曇川町田中 89 

 

高島市商工会 会長 福田 久司 

 

  

-749-



(別表) 

第５条に基づく連絡窓口 

甲(連絡窓口) 乙(連絡窓口) 

滋賀県高島土木事務所経理用地課 

（〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津 1758） 

ＴＥＬ：0740-22-6043 

ＦＡＸ：0740-22-6077 

滋賀県高島健康福祉事務所 

(〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津 448-45) 

TEL:0740-22-2525 

FAX:0740-22-5693 

高島市商工会 

(〒５２０―１２１７ 滋賀県高島市安曇川町田中 89) 

TEL: ０７４０－３２－１５８０ 

FAX: ０７４０－３２－３３４０ 
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別記様式第１号(第３条関係) 

 

協 力 要 請 書 

 

年  月  日   

 

      高島市商工会 会長 福田 久司 様 

 

 

 滋賀県知事 三日月 大造  

 

「大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定」第 3条第１項の規定に基づき、下記のとおり要

請します。 

 

記 

 

１ 対象施設 

施設の名称 

所在 

 

２ 使用目的 

 

 

３ 使用希望期間 

 

 

４ 使用を希望する範囲 

 

 

 

５ 備考 
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災害時における災害救助犬の出動に関する協定書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滋 賀 県 

 

一般社団法人 ジャパンケネルクラブ 
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災害時における災害救助犬の出動に関する協定書 
 
 滋賀県（以下「甲」という。）と一般社団法人ジャパンケネルクラブ（以下「乙」という。）
は、滋賀県内において地震災害等が発生した場合に、被災者の捜索活動（以下「捜索活動」と
いう。）を円滑に実施するため、災害救助犬の出動に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
 
 （出動要請） 
第１条 甲は、捜索活動のために必要があると認めるときは、乙に対して、文書により災害救

助犬の出動を要請するものとする。 
  ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文

書を提出するものとする。 
 
 （出動） 
第２条 乙は、前条の出動要請を受けたときは、特別の理由がない限り、速やかに災害救助犬

を出動させるものとする。 
２ 乙は、出動体制が整ったときは、速やかに出動部隊の構成及び現場到着の予定時刻等、必

要な事項を甲に連絡するものとする。この場合において、災害救助犬の出動頭数は、災害の
種別及び規模等を考慮し、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 
 （捜索活動の実施等） 
第３条 乙に属する災害救助犬チーム構成員（以下「構成員」という。）は、出動した災害の

現場においては、第１条に定める出動の要請時に甲が連絡する現場指揮者（以下「現場指揮
者」という。）の指示に従い捜索活動を実施するものとする。 

２ この協定に基づく業務の終了は、現場指揮者が捜索活動の終了を告げたとき、又は乙の都
合により捜索活動の続行が不可能になったときとする。 

 
 （費用の負担） 
第４条 第２条第１項の規定に基づく出動に関する経費は、甲の負担とする。 
 
 （損害補償） 
第５条 この協定に基づく出動または捜索活動に伴って構成員及び災害救助犬に生じた損害

の補償（第三者に対する損害を含む。）は、次のとおりとする。 
 （１）甲が負担するもの 
    甲は、乙の構成員が救助活動中に死亡若しくは負傷し、又は救助活動に起因した疾病

により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、「災害に際し応急措置の業務に従
事した者に係る損害補償に関する条例（昭和38年３月25日滋賀県条例第10号）」の規定
に準じてその損害を補償する。 

 （２）乙が負担するもの 
   ア 乙は、乙の構成員が出動時の往復途上における交通事故等により、自ら損害を被り、

又は第三者に損害を与えた場合の損害を補償する。 
   イ 乙は、災害救助犬が出動時の往復途上又は救助活動中に、自ら損害を被り、又は第

三者に損害を与えた場合の損害を補償する。 
 
 （訓練の参加） 
第６条 乙は、この協定による捜索活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練への参加に努め

るものとする。 
 
 （実施細目） 
第７条 この協定の実施に必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。 
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 （有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和８年３月31日までとする。以後、甲、

乙のいずれかの申し出のない時は、この協定の有効期限を１年間延長するものとし、その後
も同様とする。 

 
 （協議） 
第９条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が

協議して定める。 
 
 
 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲および乙が署名の上、各自その１通を
所持する。 
 
 
   令和７年10月22日 
 
 
 
                  甲 滋賀県大津市京町４丁目１番１号 
                     
                    滋賀県知事  
 
 
 
 
 
 
                  乙 東京都千代田区神田須田町１丁目５番地 
                     
                                            一般社団法人 ジャパンケネルクラブ 
                                            理事長  
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災害時における災害救助犬の出動に関する協定実施細目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滋 賀 県 

 

一般社団法人 ジャパンケネルクラブ 
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災害時における災害救助犬の出動に関する協定実施細目 
 
 （趣旨） 
第１条 この実施細目は、災害時における災害救助犬の出動に関する協定（以下「協定」とい

う。）第７条の規定に基づき、滋賀県（以下「甲」という。）と一般社団法人ジャパンケネ
ルクラブ（以下「乙」という。）との協定の実施に必要な事項を定める。 

 
 （出動要請、協議等） 
第２条 甲は、協定第１条の規定により乙に出動要請を行うときは、様式第１号により、次の

各号に掲げる事項を明示して行うものとする。 
  ただし、乙との連絡が困難な場合は、乙に属する公認災害救助犬育成訓練所所長に対して

直接要請が出来るものとする。この場合において甲が乙への連絡が可能となったときは、速
やかに乙にその旨を連絡するものとする。 

 （１）災害の状況及び出動を要請する理由 
 （２）出動を要請する期間 
 （３）出動を希望する区域 
 （４）現場指揮者の所属、職・氏名及び連絡先 
 （５）その他捜索活動に必要な事項 
 
 （出動） 
第３条 乙は、協定第１条の出動要請を受け、出動体制が整ったときは、速やかに様式第２号

により次の各号に掲げる事項を甲に連絡するものとする。 
 （１）出動責任者の氏名、連絡先 
 （２）出動人員及び災害救助犬の頭数 
 （３）出動時間及び現場到着予定時間 
 （４）その他必要な事項 
 
 （捜索活動状況の報告） 
第４条 乙は、捜索活動を終了したときは、甲に対して、様式第３号により、次の各号に掲げ

る事項を報告するものとする。 
  ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文

書を提出するものとする。 
 （１）捜索活動に従事した人員、災害救助犬の頭数及び出動車両等 
 （２）活動内容及び活動時間 
 （３）その他必要な事項 
 
 （費用の請求及び支払い） 
第５条 乙は、業務の終了後、甲に対して当該業務に係る費用の実費を請求するものとする。 
２ 甲は、乙から前項の請求があったときは、業務内容等を精査確認し、速やかにその費用を

支払うものとする。 
 
 （損害補償事案の速報及び書類提出） 
第６条 乙は、協定第５条に基づき甲が損害補償を負担すべき事案が発生したときは、速やか

に甲に連絡するとともに、甲の求めに応じ必要な書類等を提出するものとする。 
 
 （連携活動等） 
第７条 甲乙両者は、相互に救助活動における連携活動のあり方を研究するとともに、協定第

６条の訓練を通じて、円滑な救助活動が実施できるよう努めるものとする。 
２ 甲及び乙は、緊急時の連絡等必要な事項を互いに確認し、変更があった場合はその内 容

を速やかに相手方に通知するものとする。 
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 （協議） 
第８条 この実施細目に定めのない事項又は内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が

協議して定める。 
 
 
 この実施細目に定める事項を確認するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自そ
の１通を所持する。 
 
 
   令和７年10月22日 
 
 
 
                  甲 滋賀県大津市京町４丁目１番１号 
                     
                    滋賀県知事 三日月 大造 
 
 
 
 
 
                  乙 東京都千代田区神田須田町１丁目５番地 
                     
                                            一般社団法人 ジャパンケネルクラブ 
                                            理事長 森崎 隆弘 
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（様式１） 
 
              第        号 
 
                                年    月   日 
 
一般社団法人 ジャパンケネルクラブ 
理事長           様 
 
 

滋賀県知事 
 
 
 

「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に係わる出動要請書 
 
災害時における災害救助犬の出動に関する協定第１条により、出動要請します。 
 
 
災害の状況及び出動を 
要 請 す る 理 由 

 

出動を要請する期間  
 

出動を希望する区域  
 

現場指揮者の 
所属、職、氏名

及び連絡先 

所 属 
 

職 
 

氏 名  

連絡先  

その他必要な事項  
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(様式２) 
 
                年   月   日 
 
滋賀県知事        様 
 
 
      住所 
 
      団体名 
 
      代表者名 
 
 
 

「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に係る出動体制 
 
 災害時における災害救助犬の出動に関する協定実施細目第３条により、出動体制を連絡します。 
 
 
 
出動責任 者 
の氏名、連絡 
先 

氏名  

連絡先 

出  動  人  員  

災害救助犬の頭数   

出  動  時  間  

現場到着予定時間   

その他必要な事項   
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（様式３） 
 
                              年    月   日 
 
滋賀県知事         様 
 
 
       住所 
 
       団体名 
 
       代表者 
 
 
 

「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に係わる活動報告書 
 
 災害時における災害救助犬の出動に関する協定実施細目第４条により、災害救助犬の出動に係わ

る活動内容を、次のとおり報告します。 
 
 

活 動 年 月 日 出 動 部 隊 活  動  時  間 活 動 内 容 

年 月 日 
救助犬  頭 
指導手  人 
車輌   台 

 時  分 
～      時間  分 
 時  分 

 

年 月 日 
救助犬  頭 
指導手  人 
車輌   台 

 時  分 
～      時間  分 
 時  分 

 

年 月 日 
救助犬  頭 
指導手  人 
車輌   台 

 時  分 
～      時間  分 
 時  分 

 

年 月 日 
救助犬  頭 
指導手  人 
車輌   台 

 時  分 
～      時間  分 
 時  分 

 

＊ 活動時間欄は、出動から帰宅までの時間（現地に宿泊する場合は活動終了時間）とする。 
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